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  市民文教委員会 

文化財課 

 

浜松市・市民ミュージアム浜北の臨時休館について 

  

１ 概要 

  浜松市・市民ミュージアム浜北が所在する浜松市浜北文化センターでは、大規模改修工事

（令和６年５月着工予定）に伴う施設全体の利用停止期間を令和６年４月から令和７年６月

までとしており、令和６年４月に施設内の物品等を外部へ移設する予定である。 

  市民ミュージアム浜北は、浜松市博物館の分館として歴史的な資料を多数所蔵しており、

それらの資料には慎重な取扱いが求められるため、資料等の移設の準備作業に時間を要する。 

そのため、浜北文化センター全体の利用停止期間前に、移設準備作業期間を確保するため臨

時休館するものである。 

 

２ 臨時休館の期間 

  令和６年１月16日（火）から同年３月31日（日）まで ※１月15日（月）は通常の休館日 
  

【参考】浜北文化センター本館・北館（市民ミュージアム浜北を含む）利用停止期間 

令和６年４月１日（月）から令和７年６月30日（月）までの予定 

 

３ 物品の移設に向けた作業の内容 

  展示の撤収、収蔵資料の点検、収蔵資料や物品の分別・養生・梱包、移動先の確認（荷札

付け）、廃棄物品の確認 等 

 

４ 臨時休館の周知の方法 

 ・広報はままつ１月号に掲載 

 ・浜松市博物館ホームページに掲載 

・指定管理者（浜松市文化振興財団）ホームページに掲載 

 ・施設内に掲示 

 

※浜松市・市民ミュージアム浜北 施設概要 

所在地：浜松市浜北区貴布祢291番地の１ 

浜松市浜北文化センター（鉄筋コンクリート３階建て）の１階及び２階の一部 

  延べ床面積：758㎡ 


